
 肝付町消費⽣活相談窓⼝
 TEL.0994（67）2116（産業創出課内）

 肝付町役場 税務課 TEL.0994（65）8414
 内之浦総合⽀所 町⺠⽣活課 TEL.0994（67）4511

 ⿅児島県⽴宮之城⾼等技術専⾨校
 〒 895-1804 薩摩郡さつま町船⽊ 881 番地
 TEL.0996（53）0207 FAX.0996（53）0993

 （公財）⿅児島県環境保全協会 TEL.099（296）9000
 http://www.kagoshimakensa.or.jp
 ⿅児島県⽣活排⽔対策室 TEL.099（286）3685
 ⿅屋保健所衛⽣・環境課 TEL.0994（52）2114
 役場住⺠課・環境衛⽣係 TEL.0994（65）8411

消費者⽣活相談窓⼝国⺠健康保険税の納付について

県⽴宮之城⾼等技術専⾨校⼊校
⽣募集

浄化槽法定検査（法第⼗⼀条）
受検のお願い

相談事例 
突然業者が訪ねてきて「浄化槽にひびが⼊っており、こ
こから⽔が⼊る。合併処理浄化槽に換えた⽅が良い」「合
併処理浄化槽は義務になっている。この辺り皆取り換え
ている」等と⾔われた。契約した覚えは無いが忘れた頃
⾒積書が届き、⾼かったので断ると違約⾦を請求された。
トラブルを防ぐために 
〇平成 13 年から、浄化槽を新しく設置する場合、合併
処理浄化槽の設置が義務付けられる事となりました。ト
イレの汚⽔のみを処理する単独槽は、原則として新たな
設置ができなくなりました。
〇この法改正を利⽤して、「取り換えないと罰せられる
と⾔われた」等あたかも直ぐに取り換えないといけない
と誤認させる勧誘が発⽣しています。
〇事業者に契約をせかされてもその場で契約せずに、信
頼できる家族や周囲の⼈などと相談して決めましょう。
必要でなければはっきり断りましょう。
〇業者に依頼する場合は⾒積りを取り、⼯事内容を⼗分
確認した上で契約するようにしましょう。
また⾒積りをしてもらう場合は⾒積りにあたって料⾦が
発⽣するのか、キャンセル料が発⽣するのか等をあらか
じめ確認することが⼤切です。
〇困ったときは、消費⽣活相談窓⼝にご連絡ください。

７⽉から国⺠健康保険税の納期が始まります。
世帯の納付⽅法等についてご確認ください。
●特別徴収
年⾦の⽀払⽉に公的年⾦から天引きされます。
●⼝座振替
振替⽇までに⼝座・残⾼等の確認をお願いします。
●納付書
お届けする納付書で期限までに納付してください。
＊国保税は世帯ごとに課税するため、納税通知書は世帯
主宛に届きます。
＊世帯内で変更があった場合（転出、社会保険に加⼊な
ど）は、資格喪失等の⼿続が必要です。
＊詳細は、7 ⽉に郵送される納税通知書をご覧いただく
か、電話等でお問い合わせください。

令和元年度オープンキャンパス
中・⾼校⽣、⼀般を対象に⽊⼯・建築⼤⼯の体験⼊校⽣
を募集します。
●⽇時 令和元年 7 ⽉ 30 ⽇（⽕） 9:00 〜 l2:30 まで
●申込期限 令和元年 7 ⽉ 24 ⽇（⽔）
●対象者 中学⽣、 ⾼校⽣、⼀般（ 概ね 30 歳までの⽅）
●募集⼈員 先着 30 名
●参加費 無料ですが、 1 ⽇傷害保険の加⼊を予定してい
ます。
●作品はお持ち帰りできます。
● FAX ⼜は郵送で申し込んでください。
中学⽣、⾼校⽣の⽅は、担当の先⽣を通して申込みを⾏っ
てください。7 ⽉に⼊ってから申込みをされる場合は、
募集⼈員に達している場合かりますので、事前に本校に
電話確認の上、申込みを⾏ってください。
●作業のできる服装で上履きシューズ持参、 引率の教職
員、 保護者の⽅も⾒学できます。
●申込書は県内の各中学・⾼等学校、職業安定所、本校
ホームページにあります。

令和 2 年度⼊校⽣推薦選考
【室内造形科・建築⼯学科】（⾼校卒業⾒込者）
⽊⼯・建築⼤⼯の技術技能の習得を⽬的とした⼊校⽣を
募集します。
●受付期間 令和元年 9 ⽉ 2 ⽇（⽉）〜令和元年 9 ⽉ 27
⽇（⾦）
●応募資格 ⾼等学校を令和 2 年 3 ⽉に卒業⾒込みの者
●選考⽇ 令和元年 10 ⽉ 4 ⽇（⾦）
●選考場所 宮之城⾼等技術専⾨校
●選考⽅法 筆記試験（適性試験） 及び⾯接
●合格発表 令和元年 10 ⽉ 15 ⽇（⽕）
●詳しくは本校募集案内・ホームページをご覧ください。

この検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に⾏われ
ているか、また適正に使⽤され浄化槽の機能が正常に維
持されているかを検査し、不適事項があれば、⾏政及び
関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正する
ことを⽬的にするもので、知事が指定した検査機関であ
る（公財）⿅児島県環境保全協会の検査員が事前にハガ
キで通知した検査⽇にお伺いし、現場での検査と浄化槽
の放流⽔を採⽔し持ち帰っての⽔質検査を⾏います。（地
元の保守点検業者が⾏う保守点検とは別のものです。）
毎年⼀回実施することとなっているこの検査は、⼗⼀⼈
槽以上及び官公署の浄化槽を検査対象としていました
が、平成⼗七年度から⼗⼈槽以下の家庭槽も検査対象と
なりました。
検査対象となった浄化槽（設置年度ごとに対象としてい
ます）については事前に指定検査機関から⽇程通知があ
りますので必ず受検していただきますようお願いしま
す。
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検査⼿数料
検査料⾦ 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
定期検査 4,000 円 6,000 円

募集
・
申請
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